
 
 

高経年化した発電用原子炉に関する安全規制の検討（第9回） 
 

令和５年２月１３日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．趣旨 

本議題は、「高経年化した発電用原子炉に関する安全規制の概要（案）」（以下

「概要案」という。）の決定を付議し、当該概要案を踏まえて作成した原子炉等

規制法1の一部改正案（以下「条文案」という。）2の了承を諮るものである。 

 

２．経緯 

令和４年度第71回原子力規制委員会おいて、概要案に関する科学的・技術的意

見に対する考え方が了承された。また、概要案の決定に当たり、委員から意見が

あり、さらに委員間で議論することとされた。 

また、概要案を踏まえ、条文案を作成した。 

 

３．高経年化した発電用原子炉に関する安全規制の概要 

令和４年度第71回原子力規制委員会おいて、了承された科学的・技術的意見に

対する考え方及び原子力事業者等との意見交換の結果を踏まえ、別紙１のとお

り、「高経年化した発電用原子炉に関する安全規制の概要」を決定していただき

たい。 

 

４．原子炉等規制法の一部改正法案等 

上記３.を踏まえた条文案を別紙２-１及び２-２のとおりとすることについ

て原子力規制委員会の了承をいただきたい。なお、閣議決定されるまでの間に法

文上の技術的修正（字句の誤りの訂正やより適切な表現への改善等）が加わる可

能性がある。 

なお、原子力基本法（昭和30年法律第186号）の一部改正案及び原子力発電に

おける使用済燃料の再処理等の実施に関する法律（平成17年法律第48号）の一部

改正案については、第70回原子力規制委員会臨時会議においても内容を確認い

ただいているが、その内容は、原子力発電の利用に係る原則の明確化、円滑かつ

着実な廃炉の推進等のためのものであり、原子炉等規制法の規制や発電用原子

炉設置者等の原子炉等規制法上の責任に影響を与えないことから、安全規制に

影響を及ぼすものではない。 

 

 
1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号） 
2 この法律案は「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する
法律案（仮称）」に盛り込まれる予定。 
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原子力規制委員会了承文書（2022FY-71）令和5年2月13日（議題1資料1）



 
 

５．今後の予定 

 閣議決定に向けた必要な手続きを進める。 

 

 ２月下旬  閣議決定 

 

 

 

＝別紙及び参考資料＝ 

（別紙１）高経年化した発電用原子炉に関する安全規制の概要 

（別紙２-１）核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改

正（条文案） 

（別紙２-２）核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改

正（新旧対照条文） 
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高経年化した発電用原子炉に関する安全規制の概要 

 

令和５年２月13日 

原子力規制委員会 

 

原子力規制委員会は、令和２年７月29日に「発電用原子炉施設の利用をどのく

らいの期間認めることとするかは、原子力の利用の在り方に関する政策判断に

ほかならず、原子力規制委員会が意見を述べるべき事柄ではない」との見解を明

らかにしているところである。令和４年12月16日に開催された総合資源エネル

ギー調査会第52回基本政策分科会において、利用政策の観点から運転期間に関

する制度を改正する方針が示された。これを受け、高経年化した発電用原子炉に

関する必要な安全規制を引き続き厳格に実施できるようにするため、原子炉等

規制法に定める必要のある法的な枠組みは、以下のとおりである。 

 

１． 運転開始後30年を超えて発電用原子炉を運転しようとするときは、10年

を超えない期間における発電用原子炉施設の劣化を管理するための計画（長

期施設管理計画（仮称））を策定し、原子力規制委員会の認可を受けなけれ

ばならないものとする。 

２． １．の認可を受けた長期施設管理計画の期間を超えて発電用原子炉を運

転しようとするときは、１．と同様に、10年を超えない期間における長期施

設管理計画を策定し、原子力規制委員会の認可を受けなければならないもの

とする。これ以降も、同様とする。 

３． １．又は２．の認可を受けた長期施設管理計画をその期間中に変更しよ

うとするときは、原子力規制委員会の認可を受けなければならないものとす

る。ただし、その変更が軽微なものである場合には、原子力規制委員会に届

け出るものとする。 

４． 長期施設管理計画を策定し、又は変更しようとするときは、その変更が

軽微なものである場合を除き、発電用原子炉施設の劣化の状況に関する技術

的な評価（劣化評価）を実施しなければならないものとする。 

５． 長期施設管理計画には、計画の期間、劣化評価の方法及びその結果、発

電用原子炉施設の劣化を管理するための措置等を記載しなければならない

ものとする。 

６． 長期施設管理計画の認可の基準は、劣化評価が適確に実施されているこ

と、発電用原子炉施設の劣化を管理するための措置が災害の防止上支障がな

いものであること及び計画の期間において生じる劣化を考慮しても技術基

別紙１ 
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準に適合することのいずれにも適合していることとする。 

７． 発電用原子炉設置者は、１．又は２．の認可を受けた長期施設管理計画

に従って発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置を講ずるも

のとする。その講ずべき措置の実施状況を原子力規制委員会が行う原子力規

制検査の対象とする。 

８． 原子力規制委員会は、認可を受けた長期施設管理計画が６．の基準に適

合しないと認めるとき又は発電用原子炉設置者が７．の定めに違反している

と認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、劣化評価の実施、長期施設管

理計画の変更その他発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置

を命ずることができるものとする。 

９． 原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が１．若しくは２．の定めに

違反して発電用原子炉を運転したとき又は８．の原子力規制委員会の命令に

違反したときは、発電用原子炉の設置許可を取り消し、又は１年以内の期間

を定めて運転の停止を命ずることができるものとする。 

１０． 発電用原子炉設置者が１．若しくは２．の定めに違反して発電用原子炉

を運転したとき又は８．の原子力規制委員会の命令に違反したときについて

の罰則を設けるほか、１．～９．を実施するための手数料に関する定めその

他所要の定めを設ける。 

１１． 新たな制度への円滑な移行を図るため、次のような準備行為その他所要

の経過措置を設ける。 

① 新制度施行までの一定の期間中、あらかじめ長期施設管理計画の申請及

び認可ができるものとすること 

② 新制度の施行前に認可を受けたときは、新制度が施行された日に、新制

度下での認可を受けたものとみなすこと 

③ 新制度の施行前に認可を受けていないときは、新制度が施行された日に、

新制度下の申請とみなすこと 

１２． なお、運転開始後30年を超えるが運転しようとしていない発電用原子炉

については、この枠組みの対象とせず、長期停止している発電用原子炉に関

する既存の枠組み、すなわち保安規定に定める施設管理に関する特別な措置

の中で劣化管理を行うことを求めることとする。 

 

（了） 
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- 1 -

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
向
け
た
電
気
供
給
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

第
一
条

（
略
）

（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
第
二
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
二

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
発
電
用
原
子
炉
を
運
転
し
た
と
き
。

十
三

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化
の
管
理
等
）

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
そ
の
設
置
し
た
発
電
用
原
子
炉
に
つ
い
て
最
初
に
第
四
十
三
条

の
三
の
十
一
第
三
項
の
確
認
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
年
を
超
え
て
当
該
発
電
用
原
子
炉
を
運
転
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
三
十
年
を
超
え
て
運
転
し
よ
う
と
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す
る
期
間
（
十
年
以
内
に
限
る
。
）
に
お
け
る
当
該
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化
を
管
理
す
る
た

め
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
長
期
施
設
管
理
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

長
期
施
設
管
理
計
画
に
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
長
期
施
設
管
理
計
画
の
期
間
、
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
劣
化
評
価
（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化
の
状
況
に
関
す
る
技
術
的
な
評
価
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
方
法
及
び
そ
の
結
果
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

そ
の
他
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
可
を
受
け
た
長
期
施
設
管
理
計
画
（
次
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
変
更

の
認
可
又
は
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
期
間
を
超
え
て
そ
の
発
電
用
原
子
炉
を
運
転
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
期
間
を
超
え
て
運
転
し
よ
う

と
す
る
期
間
（
十
年
以
内
に
限
る
。
）
に
お
け
る
長
期
施
設
管
理
計
画
を
定
め
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
項
の
認
可
を
受
け
た
者
が
、
当
該
認
可
を
受
け
た
長
期
施
設
管
理
計
画
（
次
項
又
は
第
七
項
の

規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
又
は
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
期
間
を
超
え
て
そ
の
発
電
用
原
子
炉
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を
運
転
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

４

第
一
項
又
は
前
項
の
認
可
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
ら
の
認
可
を
受
け
た
長
期
施
設
管
理
計
画
の
変
更
（
原
子
力
規
制
委

員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
長
期
施
設
管
理
計
画
を
定
め
、
又
は
長
期
施
設
管
理
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
発

電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
係
る
重
要
な
事
項
そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

定
め
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
劣
化
評
価
を
実
施

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
認
可
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る

と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

劣
化
評
価
の
方
法
が
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化
の
状
況
を
適
確
に
評
価
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
原
子
力
規
制

委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

長
期
施
設
管
理
計
画
の
期
間
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
、
核
燃
料
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物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
又
は
発
電
用
原
子
炉
に
よ
る
災
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

三

発
電
用
原
子
炉
施
設
が
、
長
期
施
設
管
理
計
画
の
期
間
に
お
け
る
運
転
に
伴
い
生
ず
る
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
の

劣
化
の
状
況
を
踏
ま
え
、
当
該
期
間
に
お
い
て
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

７

第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
可
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
ら
の
認
可
を
受
け
た
長
期
施
設
管
理
計
画
に
つ
い
て
、
第
四
項
の

原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
と
き
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
旨
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
可
を
受
け
た
長
期
施
設
管
理
計
画
（
第
四
項
又
は
前
項
の
規
定

に
よ
る
変
更
の
認
可
又
は
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
ホ
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
従
つ
て
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

９

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
六
項
第
一
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
そ
の
他

8



- 5 -

の
場
合
に
お
い
て
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化
を
適
確
に
管
理
す
る
た
め
改
め
て
劣
化
評
価
を
実
施
さ
せ
る
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
に
適

合
せ
ず
、
若
し
く
は
適
合
し
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
が
同
項
第
三
号
の
原
子
力

規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
せ
ず
、
若
し
く
は
適
合
し
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
発

電
用
原
子
炉
設
置
者
が
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
に
対
し
、
劣
化
評
価

の
実
施
、
長
期
施
設
管
理
計
画
の
変
更
そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
可
を
受
け
た
長
期
施
設
管
理
計
画

第
六
十
八
条
第
二
項
中
「
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
二
項
」
を
「
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
一
項
、
第
三
項
及

び
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
第
五
項
中
「
又
は
第
六
十
四
条
第
三
項
」
を
「
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は

第
四
項
又
は
第
六
十
四
条
第
三
項
」
に
、
「
場
合
に
」
を
「
場
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
処
分
を
す
る
場
合
」
と
い

9
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う
。
）
に
」
に
、
「
第
一
項
各
号
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

発
電
用
原
子
炉
に
係
る
処
分
を
す
る
場
合

経
済
産
業
大
臣
（
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
に
係
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
）

二

船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
に
係
る
処
分
を
す
る
場
合

国
土
交
通
大
臣
（
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
に
係
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
）

三

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
に
係
る
処
分
を
す
る
場
合
（
前
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

文
部
科
学

大
臣

第
七
十
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
四
項
」
を
「
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
一
項
、
第

三
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
各
号
中
「
者
」
を
「
と

き
。
」
に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
の
五

ま
で
の
規
定
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
号
の
六
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

10
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十
三
号
の
八
と
し
、
同
条
第
十
三
号
の
五
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
三
の
六

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に

お
い
て
、
こ
れ
ら
の
認
可
を
受
け
な
い
で
発
電
用
原
子
炉
を
運
転
し
た
と
き
。

十
三
の
七

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

第
七
十
八
条
第
十
四
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
五
号
の
二
中

「
の
規
定
」
を
「
（
第
六
十
四
条
の
三
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
」
に
、
「
者
」
を
「
と

き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
六
号
中
「
者
（
」
を
「
と
き
（
」
に
、
「
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
」
を
「
該
当
す
る
場
合

を
除
く
。
）
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
六
号
の
二
中
「
し
た
者
」
を
「
し
た
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
七
号
か
ら

第
二
十
八
号
ま
で
の
規
定
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
九
号
及
び
第
三
十
号
中
「
し
た
者
」
を
「
し
た

と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
三
十
一
号
及
び
第
三
十
二
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
の
四
中
「
者
」
を
「
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
」
に
改
め
る
。

第
七
十
九
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
各
号
中
「
者
」
を
「
と

き
。
」
に
改
め
る
。

11
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第
八
十
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規

定
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
規
定
中
「
し
た
者
」
を
「
し
た
と
き
。
」
に
改

め
、
同
条
第
十
二
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
第
二
号
中
「
第
十
三
号
の
四
」
の
下
に
「
、
第
十
三
号
の
六
、
第
十
三
号
の
七
」
を
加
え
る
。

第
三
条
～
第
五
条

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和

年

月

日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

（
略
）

二

第
二
条
中
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い

う
。
）
第
七
十
八
条
第
二
十
五
号
の
二
の
改
正
規
定
（
「
の
規
定
」
を
「
（
第
六
十
四
条
の
三
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日

12
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三

附
則
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日

四

～
、
第
二
条
の
規
定
（
第
二
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
次
条
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
並

び
に
～
並
び
に
附
則
第
三
条
、
第
十
八
条
～
及
び
第
三
項
、
～
、
第
二
十
一
条
並
び
に
第
二
十
二
条
の
規
定

公
布
の
日

か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

第
二
条

（
略
）

（
原
子
炉
等
規
制
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

平
成
二
十
四
年
既
設
発
電
用
原
子
炉
（
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第

二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
既
設
発
電
用
原
子
炉
で
あ
っ
て
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
設
置

さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
次
条
及
び
附
則
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
原
子
炉
等
規
制
法
（
以
下
「
新
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
発
電
用
原
子
炉
に
つ
い
て
最
初
に
第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
第
三
項
の
確
認
を
受
け
た
」
と
あ
る

の
は
、
「
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
の
工
事
に
つ
い
て
最
初
に
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
七

13



- 10 -

号
）
附
則
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項

の
検
査
に
合
格
し
た
」
と
す
る
。

第
四
条

第
四
号
施
行
日
前
に
平
成
二
十
四
年
既
設
発
電
用
原
子
炉
（
そ
の
設
置
の
工
事
に
つ
い
て
最
初
に
原
子
力
規
制
委
員

会
設
置
法
附
則
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
検
査
に
合
格
し
た
日
（
次
項
に

お
い
て
「
運
転
開
始
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
三
十
年
を
経
過
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
運
転
し
て
い
る
者
で

あ
っ
て
、
第
四
号
施
行
日
に
お
い
て
引
き
続
き
当
該
平
成
二
十
四
年
既
設
発
電
用
原
子
炉
を
運
転
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、

第
四
号
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
、
新
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
六

項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
長
期
施
設
管
理
計
画
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
施
設
管
理
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
定
め
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
可
は
、
第
四
号
施
行

日
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
認
可
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
長
期
施
設
管
理
計
画
の
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
平
成
二
十

四
年
既
設
発
電
用
原
子
炉
の
区
分
に
応
じ
、
第
四
号
施
行
日
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

一

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

運
転
開
始
日
か
ら
起
算
し
て
四
十
年
を
経
過
す
る
日

14
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二

第
四
号
施
行
日
に
お
い
て
運
転
開
始
日
か
ら
起
算
し
て
四
十
年
を
超
え
て
運
転
し
よ
う
と
す
る
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）

運
転
開
始
日
か
ら
起
算
し
て
五
十
年
を
経
過
す
る
日

三

第
四
号
施
行
日
に
お
い
て
運
転
開
始
日
か
ら
起
算
し
て
五
十
年
を
超
え
て
運
転
し
よ
う
と
す
る
も
の

運
転
開
始
日
か

ら
起
算
し
て
六
十
年
を
経
過
す
る
日

３

第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
長
期
施
設
管
理
計
画
（
附
則
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
又
は
届

出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
期
間
が
一
年
以
内
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
長
期
施
設
管
理
計
画
の
期
間

を
超
え
て
そ
の
平
成
二
十
四
年
既
設
発
電
用
原
子
炉
を
運
転
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
四
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
原

子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
二
項
、
第
三
項
前
段
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該
期

間
を
超
え
て
運
転
し
よ
う
と
す
る
期
間
（
十
年
以
内
に
限
る
。
）
に
お
け
る
長
期
施
設
管
理
計
画
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
可
は
、
第
四
号
施
行
日
に
お
い
て
同
条
第
三
項
前
段
の
認
可
と
み
な
す
。

４

前
項
の
認
可
の
申
請
は
、
第
四
号
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
が
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
第

四
号
施
行
日
に
お
い
て
新
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
三
項
前
段
の
認
可
の
申
請
と
み
な
す
。

５

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
可
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
大
臣
に
通

15
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知
す
る
も
の
と
す
る
。

６

第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
に
納
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

平
成
二
十
四
年
既
設
発
電
用
原
子
炉
（
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
長
期
施
設
管
理
計
画

の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
四
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第

一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
可
は
、
第
四
号
施
行
日
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
認
可
と
み
な
す
。

２

前
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中

「
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
三
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

第
六
条

附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
認
可
を
受
け

た
長
期
施
設
管
理
計
画
の
変
更
（
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
も
の

は
、
第
四
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項

16
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ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該
長
期
施
設
管
理
計
画
の
変
更
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
認
可
は
、
第
四
号
施
行
日
に
お
い
て
同
条
第
四
項
の
認
可
と
み
な
す
。

２

附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
長
期
施
設
管
理
計
画
に
つ
い
て
、
前
項
の
原

子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
者
は
、
第
四
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
原
子
炉
等
規
制
法
第
四

十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
七
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
は
、
第
四
号
施
行
日
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
す
。

３

附
則
第
四
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

第
四
項
中
「
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
三
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
四
項
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
～
第
十
六
条

（
略
）

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
七
条

こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る

罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

17
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（
検
討
）

第
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

３

政
府
は
、
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
新
原
子
炉
等
規
制
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

第
十
九
条
・
第
二
十
条

（
略
）

（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律

第
八
十
号
。
次
条
に
お
い
て
「
原
子
炉
等
規
制
法
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
条
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
及

び
同
条
に
二
号
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
る
。

（
調
整
規
定
）

18
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第
二
十
二
条

第
四
号
施
行
日
が
原
子
炉
等
規
制
法
一
部
改
正
法
の
施
行
の
日
以
後
と
な
る
場
合
に
は
、
前
条
の
規
定
は
、
適

用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
う
ち
原
子
炉
等
規
制
法
第
八
十
条
の
改
正
規
定
中
「
第
十
一
号
」
と
あ
る
の

は
「
第
十
二
号
」
と
、
「
同
条
第
十
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
の
規
定
」
と
す
る
。

第
二
十
三
条
～
第
二
十
六
条

（
略
）

19



脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
向
け
た
電
気
供
給
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

（
本
則
）

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
（
第
二
条
関
係
）

1

（
附
則
）

○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
号
）
（
附
則
第
二
十
一
条
関
係
）

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
23
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○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
四
章

原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
制

第
四
章

原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
制

第
二
節

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
制

第
二
節

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
制

第
四
十
三
条
の
三
の
五
～
第
四
十
三
条
の
三
の
十
九

（
略
）

第
四
十
三
条
の
三
の
五
～
第
四
十
三
条
の
三
の
十
九

（
略
）

（
許
可
の
取
消
し
等
）

（
許
可
の
取
消
し
等
）

第
四
十
三
条
の
三
の
二
十

（
略
）

第
四
十
三
条
の
三
の
二
十

（
略
）

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
が
次
の
各
号
の
い
ず

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
の
許
可
を
取

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
の
許
可
を
取

り
消
し
、
又
は
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
の
停

り
消
し
、
又
は
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
の
停

止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反

十
二

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
延
長
し
た
期
間

し
て
発
電
用
原
子
炉
を
運
転
し
た
と
き
。

を
超
え
て
発
電
用
原
子
炉
を
運
転
し
た
と
き
。

十
三

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反

十
三

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
条
第

し
た
と
き
。

一
項
に
規
定
す
る
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
超
え
て
発
電
用
原

子
炉
を
運
転
し
た
と
き
。

十
四
～
二
十
二

（
略
）

十
四
～
二
十
二

（
略
）

第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
一
～
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
一

（
略
）

第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
一
～
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
一

（
略
）

21
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（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化
の
管
理
等
）

（
運
転
の
期
間
等
）

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
そ
の
設
置
し
た

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
が
そ
の
設
置
し
た
発

発
電
用
原
子
炉
に
つ
い
て
最
初
に
第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
第
三
項
の
確

電
用
原
子
炉
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、
当
該
発
電
用
原
子
炉

認
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
年
を
超
え
て
当
該
発
電
用
原
子
炉
を

に
つ
い
て
最
初
に
第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
第
三
項
の
確
認
を
受
け
た
日

運
転
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ

か
ら
起
算
し
て
四
十
年
と
す
る
。

ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
三
十
年
を
超
え
て
運
転
し
よ
う
と
す
る

２

前
項
の
期
間
は
、
そ
の
満
了
に
際
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を

期
間
（
十
年
以
内
に
限
る
。
）
に
お
け
る
当
該
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発

受
け
て
、
一
回
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化
を
管
理
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
す
る
期
間
は
、
二
十
年
を
超
え
な
い
期
間
で

い
て
「
長
期
施
設
管
理
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
原
子
力
規
制
委
員

あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
期
間
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

会
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
原
子

２

長
期
施
設
管
理
計
画
に
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ

力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に

ろ
に
よ
り
、
長
期
施
設
管
理
計
画
の
期
間
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
実
施

認
可
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
劣
化
評
価
（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化
の
状
況
に
関
す
る
技
術
的

５

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
発
電
用
原
子
炉

な
評
価
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
方
法
及
び
そ
の
結

が
、
長
期
間
の
運
転
に
伴
い
生
ず
る
原
子
炉
そ
の
他
の
設
備
の
劣
化
の
状

果
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
そ
の

況
を
踏
ま
え
、
そ
の
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
し
よ
う
と
す
る
期
間
に

他
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

お
い
て
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
規

い
。

則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
に
限
り
、
同
項
の
認

３

第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
可
を
受
け
た
長
期
施
設
管
理

可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

計
画
（
次
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
又
は
届
出
が
あ
つ

た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
期
間
を
超
え
て
そ
の
発
電
用
原
子

炉
を
運
転
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
期
間
を
超
え
て
運
転
し
よ
う
と
す

る
期
間
（
十
年
以
内
に
限
る
。
）
に
お
け
る
長
期
施
設
管
理
計
画
を
定
め

、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
項
の

認
可
を
受
け
た
者
が
、
当
該
認
可
を
受
け
た
長
期
施
設
管
理
計
画
（
次
項

又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
又
は
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、

22
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そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
期
間
を
超
え
て
そ
の
発
電
用
原
子
炉
を
運
転
し

よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

４

第
一
項
又
は
前
項
の
認
可
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
ら
の
認
可
を
受
け
た

長
期
施
設
管
理
計
画
の
変
更
（
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微

な
変
更
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
長
期
施
設
管
理
計
画
を
定
め
、
又
は
長
期

施
設
管
理
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化

を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
係
る
重
要
な
事
項
そ
の
他
の
原
子
力

規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
原
子

力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
劣
化
評
価
を
実
施
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
認
可
の
申

請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ

ば
、
こ
れ
ら
の
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

劣
化
評
価
の
方
法
が
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化
の
状
況
を
適
確

に
評
価
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

長
期
施
設
管
理
計
画
の
期
間
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化

を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
、
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料

物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
又
は
発
電
用
原
子
炉
に
よ
る
災
害
の
防

止
上
支
障
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

発
電
用
原
子
炉
施
設
が
、
長
期
施
設
管
理
計
画
の
期
間
に
お
け
る
運

転
に
伴
い
生
ず
る
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化
の
状
況
を
踏
ま
え

、
当
該
期
間
に
お
い
て
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
原
子
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力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

７

第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
可
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
ら
の
認
可
を
受
け

た
長
期
施
設
管
理
計
画
に
つ
い
て
、
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
と
き
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

８

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
可
を
受
け
た
長

期
施
設
管
理
計
画
（
第
四
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
又
は

届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
第
六
十
一
条
の
二
の
二

第
一
項
第
三
号
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
つ
て
、
発
電
用
原
子
炉
施
設

の
劣
化
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
六
項
第
一
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

で
定
め
る
基
準
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
発
電
用

原
子
炉
施
設
の
劣
化
を
適
確
に
管
理
す
る
た
め
改
め
て
劣
化
評
価
を
実
施

さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化
を
管

理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
せ

ず
、
若
し
く
は
適
合
し
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
発
電

用
原
子
炉
施
設
が
同
項
第
三
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基

準
に
適
合
せ
ず
、
若
し
く
は
適
合
し
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
、
又
は
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
が
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と

認
め
る
と
き
は
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
に
対
し
、
劣
化
評
価
の
実
施
、

長
期
施
設
管
理
計
画
の
変
更
そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
劣
化
を
管
理

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
三
～
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
五

（
略
）

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
三
～
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
五

（
略
）
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第
十
一
章

原
子
力
規
制
検
査
に
基
づ
く
監
督

第
十
一
章

原
子
力
規
制
検
査
に
基
づ
く
監
督

第
六
十
一
条
の
二
の
二

原
子
力
事
業
者
等
及
び
核
原
料
物
質
を
使
用
す
る

第
六
十
一
条
の
二
の
二

原
子
力
事
業
者
等
及
び
核
原
料
物
質
を
使
用
す
る

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
行
う
検
査

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
行
う
検
査

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

次
に
掲
げ
る
も
の
に
従
つ
て
講
ず
べ
き
措
置
の
実
施
状
況

三

次
に
掲
げ
る
も
の
に
従
つ
て
講
ず
べ
き
措
置
の
実
施
状
況

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
可
を
受
け

（
新
設
）

た
長
期
施
設
管
理
計
画

ヘ
・
ト

（
略
）

ホ
・
へ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

10

10

第
十
三
章

雑
則

第
十
三
章

雑
則

第
六
十
二
条
～
第
六
十
七
条
の
二

（
略
）

第
六
十
二
条
～
第
六
十
七
条
の
二

（
略
）

（
立
入
検
査
等
）

（
立
入
検
査
等
）

第
六
十
八
条

（
略
）

第
六
十
八
条

（
略
）

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
ほ
か
、
第

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
ほ
か
、
第

三
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項

三
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項

、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十

、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十

三
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
、

三
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
、

第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
、
第

第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
、
第

四
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
一

四
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
一
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項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
十
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の

項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
十
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の

三
十
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
一
第
一
項
、
第
四

三
十
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
一
第
一
項
、
第
四

十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の

十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
、
第
四
十
三

四
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
七
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
八
第
一
項
及
び

条
の
七
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
三
条

第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
三

の
二
十
六
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
二
十
六
の
三
第
一

条
の
二
十
六
の
三
第
一
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条
の
四
第

項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第

一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
、

一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
五
第
一

第
五
十
一
条
の
五
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

項
、
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第

五
十
二
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
三
項
並
び
に

五
十
五
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
三
項
並
び
に
第
六
十
一
条
の
二
の
二

第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て

第
一
項
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
職
員
に
、
原
子

、
当
該
職
員
に
、
原
子
力
施
設
の
設
計
若
し
く
は
工
事
又
は
原
子
力
施
設

力
施
設
の
設
計
若
し
く
は
工
事
又
は
原
子
力
施
設
の
設
備
の
製
造
を
行
う

の
設
備
の
製
造
を
行
う
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
事
務
所
又
は
工
場
若
し
く

者
そ
の
他
の
関
係
者
の
事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り

は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ

、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問

、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
～

（
略
）

３
～

（
略
）

14

14

第
六
十
八
条
の
二
～
第
七
十
条

（
略
）

第
六
十
八
条
の
二
～
第
七
十
条

（
略
）

（
許
可
等
に
つ
い
て
の
意
見
等
）

（
許
可
等
に
つ
い
て
の
意
見
等
）

第
七
十
一
条

（
略
）

第
七
十
一
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
四

５

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
四

十
三
条
の
三
の
八
第
六
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
、
第
四
十
三
条
の

十
三
条
の
三
の
八
第
六
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
、
第
四
十
三
条
の

三
の
二
十
三
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
一
項
、
第
三
項
若

三
の
二
十
三
第
一
項
又
は
第
六
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
第

し
く
は
第
四
項
又
は
第
六
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
第
三
十

三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
あ
つ
て
は
試
験
研
究
用
等
原
子

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
あ
つ
て
は
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の

炉
の
使
用
の
停
止
の
命
令
に
限
り
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
三
第
一
項
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使
用
の
停
止
の
命
令
に
限
り
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
三
第
一
項
の
規

の
規
定
に
よ
る
処
分
に
あ
つ
て
は
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
使
用
の
停
止
の

定
に
よ
る
処
分
に
あ
つ
て
は
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
使
用
の
停
止
の
命
令

命
令
に
限
り
、
第
六
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
あ
つ
て
は
試

に
限
り
、
第
六
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
あ
つ
て
は
試
験
研

験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
又
は
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
使
用
の
停
止
の
命

究
用
等
原
子
炉
施
設
又
は
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
使
用
の
停
止
の
命
令
に

令
に
限
る
。
）
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合

限
る
。
）
を
す
る
場
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
処
分
を
す
る
場
合
」

の
区
分
に
応
じ
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
各
号
に
定
め
る
大
臣
に
通
知
す
る

と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

も
の
と
す
る
。

あ
ら
か
じ
め
、
当
該
各
号
に
定
め
る
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

発
電
用
原
子
炉
に
係
る
処
分
を
す
る
場
合

経
済
産
業
大
臣
（
試
験

（
新
設
）

研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
文
部
科
学
大

臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
）

二

船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
に
係
る
処
分
を
す
る
場
合

国
土
交
通
大

（
新
設
）

臣
（
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
文

部
科
学
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
）

三

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
に
係
る
処
分
を
す
る
場
合
（
前
二

（
新
設
）

号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

文
部
科
学
大
臣

６

（
略
）

６

（
略
）

第
七
十
二
条
～
第
七
十
四
条

（
略
）

第
七
十
二
条
～
第
七
十
四
条

（
略
）

（
手
数
料
の
納
付
）

（
手
数
料
の
納
付
）

第
七
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て

第
七
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て

政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
十
二
条
の
六
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
（
第
二
十
二
条
の
八
第
三

三

第
十
二
条
の
六
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
（
第
二
十
二
条
の
八
第
三

項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第

項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第

三
項
、
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
三
項
、
第
五
十
条
の
五
第
三
項
、
第

三
項
、
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
三
項
、
第
五
十
条
の
五
第
三
項
、
第

27
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五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
三
項
、
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
及

五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
三
項
、
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
及

び
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

び
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
十
二
条
の
七
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
（
第
二
十
二
条
の
九
第
五
項

第
十
二
条
の
七
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
（
第
二
十
二
条
の
九
第
五
項

、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
五
第
四

、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
五
第
四

項
、
第
四
十
三
条
の
二
十
八
第
四
項
、
第
五
十
一
条
第
四
項
、
第
五
十

項
、
第
四
十
三
条
の
二
十
八
第
四
項
、
第
五
十
一
条
第
四
項
、
第
五
十

一
条
の
二
十
六
第
四
項
及
び
第
五
十
七
条
の
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用

一
条
の
二
十
六
第
四
項
及
び
第
五
十
七
条
の
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
、
第
二
十
二
条
の
九
第
二
項
、
第
二
十
七
条

第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
、
第
二
十
二
条
の
九
第
二
項
、
第
二
十
七
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
、
第
四
十

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
、
第
四
十

三
条
の
三
の
三
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第

三
条
の
三
の
三
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四

二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三

項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十

十
四
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
五
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の

五
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
三

八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
二
項
、
第
四

条
の
二
十
七
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
、
第
四
十
五
条

十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
十
条
の
五
第
二
項
、
第
五
十
一
条
第

第
五
十
条
の
五
第
二
項
、
第
五
十
一
条
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
七
第

二
項
、
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
、
第
五

二
十
四
の
二
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
、
第
五
十
一
条

十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
二
十
六
第
二
項
、
第
五
十

の
二
十
六
第
二
項
、
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
、
第
五
十
七
条
の
六
第

七
条
の
五
第
二
項
、
第
五
十
七
条
の
六
第
二
項
又
は
第
六
十
一
条
の
二

二
項
又
は
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
七
十
六
条

（
略
）

第
七
十
六
条

（
略
）

第
十
四
章

罰
則

第
十
四
章

罰
則

28
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第
七
十
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反

第
七
十
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
拘

行
為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰

禁
刑
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る

金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

。

一

第
三
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
な
い
で
製
錬
の
事
業
を
行
つ
た
と
き

一

第
三
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
な
い
で
製
錬
の
事
業
を
行
つ
た
者

。
二

第
十
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
十
六
第
二
項

二

第
十
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
十
六
第
二
項

、
第
四
十
六
条
の
七
第
二
項
又
は
第
五
十
一
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定

、
第
四
十
六
条
の
七
第
二
項
又
は
第
五
十
一
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
事
業
の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

に
よ
る
事
業
の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
た
者

三

第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
加
工
の
事
業
を
行
つ
た
と

三

第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
加
工
の
事
業
を
行
つ
た
者

き
。

四

第
二
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

四

第
二
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

を
設
置
し
た
と
き
。

を
設
置
し
た
者

四
の
二

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
同
項
の
保
持

四
の
二

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
同
項
の
保
持

を
し
た
と
き
。

を
し
た
者

五

第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転

五

第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転

の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
た
者

六

第
三
十
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

六

第
三
十
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

若
し
く
は
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
含
む
一
体
と
し
て
の
施
設
（
原
子

若
し
く
は
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
含
む
一
体
と
し
て
の
施
設
（
原
子

力
船
を
含
む
。
）
を
譲
り
受
け
、
又
は
同
条
第
二
項
の
許
可
を
受
け
な

力
船
を
含
む
。
）
を
譲
り
受
け
、
又
は
同
条
第
二
項
の
許
可
を
受
け
な

い
で
原
子
力
船
を
譲
り
受
け
た
と
き
。

い
で
原
子
力
船
を
譲
り
受
け
た
者

六
の
二

第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
発
電
用

六
の
二

第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
発
電
用

原
子
炉
を
設
置
し
た
と
き
。

原
子
炉
を
設
置
し
た
者

六
の
三

第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
発
電
用
原
子

六
の
三

第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
発
電
用
原
子

炉
の
運
転
の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

炉
の
運
転
の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
た
者

六
の
四

第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
発

六
の
四

第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
発

電
用
原
子
炉
又
は
発
電
用
原
子
炉
を
含
む
一
体
と
し
て
の
施
設
を
譲
り

電
用
原
子
炉
又
は
発
電
用
原
子
炉
を
含
む
一
体
と
し
て
の
施
設
を
譲
り

29
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受
け
た
と
き
。

受
け
た
者

六
の
五

第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
使
用
済
燃
料

六
の
五

第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
使
用
済
燃
料

の
貯
蔵
の
事
業
を
行
つ
た
と
き
。

の
貯
蔵
の
事
業
を
行
つ
た
者

七

第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
な
い
で
再
処
理
の
事
業
を
行
つ

七

第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
な
い
で
再
処
理
の
事
業
を
行
つ

た
と
き
。

た
者

七
の
二

第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
廃
棄
物
埋
設

七
の
二

第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
廃
棄
物
埋
設

又
は
廃
棄
物
管
理
の
事
業
を
行
つ
た
と
き
。

又
は
廃
棄
物
管
理
の
事
業
を
行
つ
た
者

七
の
三

第
五
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
廃
棄
物
埋

七
の
三

第
五
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
廃
棄
物
埋

設
地
又
は
廃
棄
物
埋
設
地
を
含
む
一
体
と
し
て
の
施
設
を
譲
り
受
け
た

設
地
又
は
廃
棄
物
埋
設
地
を
含
む
一
体
と
し
て
の
施
設
を
譲
り
受
け
た

と
き
。

者

八

第
五
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
核
燃
料
物
質
を
使
用
し

八

第
五
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
核
燃
料
物
質
を
使
用
し

た
と
き
。

た
者

九

第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
核
燃
料
物
質
の
使
用
の
停
止
の
命
令
に

九

第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
核
燃
料
物
質
の
使
用
の
停
止
の
命
令
に

違
反
し
た
と
き
。

違
反
し
た
者

第
七
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反

第
七
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
拘

行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金

禁
刑
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

一

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

項
に
つ
い
て
、
同
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
第
三
条
第
二
項
第
二
号
、

項
に
つ
い
て
、
同
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
第
三
条
第
二
項
第
二
号
、

第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
。

第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
者

二

第
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
、
第
三
十
六
条

二

第
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
、
第
三
十
六
条

第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
三
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
十
九

第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
三
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
十
九

第
二
項
、
第
四
十
九
条
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
十
七
第
二
項
、
第
五

第
二
項
、
第
四
十
九
条
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
十
七
第
二
項
、
第
五

十
六
条
の
四
第
二
項
、
第
五
十
九
条
第
四
項
（
特
定
核
燃
料
物
質
の
防

十
六
条
の
四
第
二
項
、
第
五
十
九
条
第
四
項
（
特
定
核
燃
料
物
質
の
防

護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
六
十
条
第

護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
六
十
条
第

30
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二
項
（
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
係
る
部
分

二
項
（
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

三

第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
、

三

第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
、

第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
二
十
第
一
項
、

第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
二
十
第
一
項
、

第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
第

第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四

第
十
二
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
、
第
三
十
七
条
第
三
項
、

四

第
十
二
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
、
第
三
十
七
条
第
三
項
、

第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
二
十
第
三
項
、

第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
二
十
第
三
項
、

第
五
十
条
第
三
項
、
第
五
十
一
条
の
十
八
第
三
項
又
は
第
五
十
七
条
第

第
五
十
条
第
三
項
、
第
五
十
一
条
の
十
八
第
三
項
又
は
第
五
十
七
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

四
の
二

第
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
、
第
四
十

四
の
二

第
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
、
第
四
十

三
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
七
第
一
項
、
第
四
十
三

三
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
七
第
一
項
、
第
四
十
三

条
の
二
十
五
第
一
項
、
第
五
十
条
の
三
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
二
十

条
の
二
十
五
第
一
項
、
第
五
十
条
の
三
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
二
十

三
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

三
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四
の
三

第
十
二
条
の
二
第
三
項
（
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
、
第
四
十

四
の
三

第
十
二
条
の
二
第
三
項
（
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
、
第
四
十

三
条
の
二
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
七
第
二
項
、
第
四
十
三

三
条
の
二
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
七
第
二
項
、
第
四
十
三

条
の
二
十
五
第
二
項
、
第
五
十
条
の
三
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
二
十

条
の
二
十
五
第
二
項
、
第
五
十
条
の
三
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
二
十

三
第
二
項
及
び
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

三
第
二
項
及
び
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

五

第
十
二
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
七
第
一
項
、
第
四
十
三
条

五

第
十
二
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
七
第
一
項
、
第
四
十
三
条

の
二
の
二
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
八
第
一
項
、
第
四
十
三

の
二
の
二
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
八
第
一
項
、
第
四
十
三

条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
五
十
条
の
四
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
二
十

条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
五
十
条
の
四
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
二
十

四
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

四
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

五
の
二

第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
製
錬
の
事
業
を
廃

五
の
二

第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
製
錬
の
事
業
を
廃

止
し
た
と
き
。

止
し
た
者

五
の
三

第
十
二
条
の
六
第
二
項
、
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
、
第
四
十

五
の
三

第
十
二
条
の
六
第
二
項
、
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
、
第
四
十
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三
条
の
三
の
二
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二
項
、
第
四

三
条
の
三
の
二
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二
項
、
第
四

十
三
条
の
二
十
七
第
二
項
、
第
五
十
条
の
五
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の

十
三
条
の
二
十
七
第
二
項
、
第
五
十
条
の
五
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の

二
十
五
第
二
項
又
は
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
廃

二
十
五
第
二
項
又
は
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
廃

止
措
置
を
講
じ
た
と
き
。

止
措
置
を
講
じ
た
者

五
の
四

第
十
二
条
の
六
第
七
項
（
第
二
十
二
条
の
八
第
三
項
、
第
四
十

五
の
四

第
十
二
条
の
六
第
七
項
（
第
二
十
二
条
の
八
第
三
項
、
第
四
十

三
条
の
三
の
二
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
三
項
、
第
四

三
条
の
三
の
二
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
三
項
、
第
四

十
三
条
の
二
十
七
第
三
項
、
第
五
十
条
の
五
第
三
項
、
第
五
十
一
条
の

十
三
条
の
二
十
七
第
三
項
、
第
五
十
条
の
五
第
三
項
、
第
五
十
一
条
の

二
十
四
の
二
第
三
項
、
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
及
び
第
五
十
七

二
十
四
の
二
第
三
項
、
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
及
び
第
五
十
七

条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

命
令
に
違
反
し
た
者

五
の
五

第
十
二
条
の
七
第
二
項
、
第
二
十
二
条
の
九
第
二
項
、
第
四
十

五
の
五

第
十
二
条
の
七
第
二
項
、
第
二
十
二
条
の
九
第
二
項
、
第
四
十

三
条
の
三
の
三
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
五
第
二
項
、
第
四

三
条
の
三
の
三
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
五
第
二
項
、
第
四

十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
、
第
五
十
一
条
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
二

十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
、
第
五
十
一
条
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
二

十
六
第
二
項
又
は
第
五
十
七
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き

十
六
第
二
項
又
は
第
五
十
七
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

。
五
の
六

第
十
二
条
の
七
第
三
項
、
第
二
十
二
条
の
九
第
三
項
、
第
四
十

五
の
六

第
十
二
条
の
七
第
三
項
、
第
二
十
二
条
の
九
第
三
項
、
第
四
十

三
条
の
三
の
三
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
五
第
三
項
、
第
四

三
条
の
三
の
三
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
五
第
三
項
、
第
四

十
三
条
の
二
十
八
第
三
項
、
第
五
十
一
条
第
三
項
、
第
五
十
一
条
の
二

十
三
条
の
二
十
八
第
三
項
、
第
五
十
一
条
第
三
項
、
第
五
十
一
条
の
二

十
六
第
三
項
又
は
第
五
十
七
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き

十
六
第
三
項
又
は
第
五
十
七
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

。
五
の
七

第
十
二
条
の
七
第
八
項
（
第
二
十
二
条
の
九
第
五
項
、
第
四
十

五
の
七

第
十
二
条
の
七
第
八
項
（
第
二
十
二
条
の
九
第
五
項
、
第
四
十

三
条
の
三
の
三
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
五
第
四
項
、
第
四

三
条
の
三
の
三
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
五
第
四
項
、
第
四

十
三
条
の
二
十
八
第
四
項
、
第
五
十
一
条
第
四
項
、
第
五
十
一
条
の
二

十
三
条
の
二
十
八
第
四
項
、
第
五
十
一
条
第
四
項
、
第
五
十
一
条
の
二

十
六
第
四
項
及
び
第
五
十
七
条
の
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

十
六
第
四
項
及
び
第
五
十
七
条
の
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

六

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

六

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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事
項
に
つ
い
て
、
同
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
第
十
三
条
第
二
項
第
二

事
項
に
つ
い
て
、
同
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
第
十
三
条
第
二
項
第
二

号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し

号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し

た
と
き
。

た
者

六
の
二

第
十
六
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条

六
の
二

第
十
六
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条

の
三
の
十
一
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
九
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一

の
三
の
十
一
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
九
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一

項
、
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定

項
、
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
違
反
し
て
、
記
録
せ
ず
、
虚
偽
の
記
録
を
し
、
又
は
記
録
を
保
存
し

に
違
反
し
て
、
記
録
せ
ず
、
虚
偽
の
記
録
を
し
、
又
は
記
録
を
保
存
し

な
か
つ
た
と
き
。

な
か
つ
た
者

七

第
十
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
加
工
施
設
を
使
用
し
た

七

第
十
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
加
工
施
設
を
使
用
し
た

と
き
。

者

八

第
十
六
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
若

八

第
十
六
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
若

し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
十
六
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く

し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
十
六
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く

は
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十

は
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十

六
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
五
十
一
条
の
十
第
一

六
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
五
十
一
条
の
十
第
一

項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
記
録
せ
ず
、
虚
偽
の
記
録

項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
記
録
せ
ず
、
虚
偽
の
記
録

を
し
、
若
し
く
は
記
録
を
保
存
せ
ず
、
又
は
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は

を
し
、
若
し
く
は
記
録
を
保
存
せ
ず
、
又
は
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は

虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

八
の
二

第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
三

八
の
二

第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
三

条
の
三
の
二
十
三
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
十
九
第
一
項
、
第
四
十
九

条
の
三
の
二
十
三
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
十
九
第
一
項
、
第
四
十
九

条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
十
七
第
一
項
、
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項

条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
十
七
第
一
項
、
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項

、
第
五
十
八
条
第
三
項
、
第
五
十
九
条
第
四
項
（
特
定
核
燃
料
物
質
の

、
第
五
十
八
条
第
三
項
、
第
五
十
九
条
第
四
項
（
特
定
核
燃
料
物
質
の

防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
又
は
第
六
十
条

防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
又
は
第
六
十
条

第
二
項
（
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
係
る
部

第
二
項
（
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
係
る
部

分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

九

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

九

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

九
の
二

第
二
十
二
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
加
工
の
事
業
を

九
の
二

第
二
十
二
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
加
工
の
事
業
を
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廃
止
し
た
と
き
。

廃
止
し
た
者

十

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

十

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
項
に
つ
い
て
、
同
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
第
二
十
三
条
第
二
項

い
事
項
に
つ
い
て
、
同
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
第
二
十
三
条
第
二
項

第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
八
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変

第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
八
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変

更
し
た
と
き
。

更
し
た
者

十
一

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
同
項
の
変
更
又

十
一

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
同
項
の
変
更
又

は
保
持
を
し
た
と
き
。

は
保
持
を
し
た
者

十
二

第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

十
二

第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

施
設
を
使
用
し
た
と
き
。

施
設
を
使
用
し
た
者

十
三

第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

十
三

第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

十
三
の
二

第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
試
験
研

十
三
の
二

第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
試
験
研

究
用
等
原
子
炉
を
廃
止
し
た
と
き
。

究
用
等
原
子
炉
を
廃
止
し
た
者

十
三
の
三

第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け

十
三
の
三

第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
、
同
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
第

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
、
同
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
第

四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
八
号
か

四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
八
号
か

ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
。

ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
者

十
三
の
四

第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
発
電

十
三
の
四

第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
発
電

用
原
子
炉
施
設
を
使
用
し
た
と
き
。

用
原
子
炉
施
設
を
使
用
し
た
者

十
三
の
五

第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と

十
三
の
五

第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

き
。

十
三
の
六

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
認

可
を
受
け
な
い
で
発
電
用
原
子
炉
を
運
転
し
た
と
き
。

十
三
の
七

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に

（
新
設
）

違
反
し
た
と
き
。

十
三
の
八

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
発

十
三
の
六

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
発
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電
用
原
子
炉
を
廃
止
し
た
と
き
。

電
用
原
子
炉
を
廃
止
し
た
者

十
四

第
四
十
三
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

十
四

第
四
十
三
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
、
同
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
第
四
十
三
条

な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
、
同
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
第
四
十
三
条

の
四
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ

の
四
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ

る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
。

る
事
項
を
変
更
し
た
者

十
五

第
四
十
三
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
使
用
済
燃
料
貯
蔵

十
五

第
四
十
三
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
使
用
済
燃
料
貯
蔵

施
設
を
使
用
し
た
と
き
。

施
設
を
使
用
し
た
者

十
六

第
四
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

十
六

第
四
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

十
六
の
二

第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
使
用
済

十
六
の
二

第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
使
用
済

燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
。

燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
を
廃
止
し
た
者

十
七

第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

十
七

第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
、
同
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
第
四
十
四
条

な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
、
同
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
第
四
十
四
条

第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲

第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲

げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
。

げ
る
事
項
を
変
更
し
た
者

十
八

第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
再
処
理
施
設
を
使
用
し

十
八

第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
再
処
理
施
設
を
使
用
し

た
と
き
。

た
者

十
九

第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

十
九

第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

十
九
の
二

第
五
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
再
処
理
の
事
業

十
九
の
二

第
五
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
再
処
理
の
事
業

を
廃
止
し
た
と
き
。

を
廃
止
し
た
者

二
十

第
五
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

二
十

第
五
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
、
同
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
第
五
十
一
条

な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
、
同
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
第
五
十
一
条

の
二
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を

の
二
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を

変
更
し
た
と
き
。

変
更
し
た
者

二
十
一

第
五
十
一
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
特
定
第
一
種
廃

二
十
一

第
五
十
一
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
特
定
第
一
種
廃

棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
使
用
し
た
と
き
。

棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
使
用
し
た
者

二
十
二

第
五
十
一
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二
十
二

第
五
十
一
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
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二
十
二
の
二

第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て

二
十
二
の
二

第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て

閉
鎖
措
置
を
講
じ
た
と
き
。

閉
鎖
措
置
を
講
じ
た
者

二
十
二
の
三

第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
廃
棄

二
十
二
の
三

第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
廃
棄

の
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
。

の
事
業
を
廃
止
し
た
者

二
十
二
の
四

第
五
十
一
条
の
二
十
九
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
土

二
十
二
の
四

第
五
十
一
条
の
二
十
九
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
土

地
を
掘
削
し
た
と
き
。

地
を
掘
削
し
た
者

二
十
二
の
五

第
五
十
一
条
の
三
十
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と

二
十
二
の
五

第
五
十
一
条
の
三
十
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

き
。

二
十
三

第
五
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
第
五
十
二
条
第
二

二
十
三

第
五
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
第
五
十
二
条
第
二

項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る

項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る

事
項
を
変
更
し
た
と
き
。

事
項
を
変
更
し
た
者

二
十
四

第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
使
用
施
設
等
を

二
十
四

第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
使
用
施
設
等
を

使
用
し
た
と
き
。

使
用
し
た
者

二
十
四
の
二

第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
核
燃
料
物

二
十
四
の
二

第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
核
燃
料
物

質
の
全
て
の
使
用
を
廃
止
し
た
と
き
。

質
の
全
て
の
使
用
を
廃
止
し
た
者

二
十
五

第
六
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二
十
五

第
六
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二
十
五
の
二

第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
三
項
（
第
六
十
四
条
の
三
第
八

二
十
五
の
二

第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検

検
査
若
し
く
は
試
料
の
提
出
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又

査
若
し
く
は
試
料
の
提
出
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は

は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き
。

二
十
六

第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
（
第
七
十
八
条

二
十
六

第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
（
第
七
十
八
条
の

の
五
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

五
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）

二
十
六
の
二

第
六
十
二
条
の
三
（
核
原
料
物
質
使
用
者
に
係
る
部
分
を

二
十
六
の
二

第
六
十
二
条
の
三
（
核
原
料
物
質
使
用
者
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

除
く
。
）
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

二
十
七

第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
三
項
の

二
十
七

第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
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二
十
七
の
二

第
六
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
実
施
計
画

二
十
七
の
二

第
六
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
実
施
計
画

を
提
出
し
な
か
つ
た
と
き
。

を
提
出
し
な
か
つ
た
者

二
十
七
の
三

第
六
十
四
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し

二
十
七
の
三

第
六
十
四
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し

た
と
き
。

た
者

二
十
七
の
四

第
六
十
四
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し

二
十
七
の
四

第
六
十
四
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し

た
と
き
。

た
者

二
十
八

第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二
十
八

第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二
十
九

第
六
十
七
条
第
一
項
（
核
原
料
物
質
使
用
者
、
国
際
規
制
物
資

二
十
九

第
六
十
七
条
第
一
項
（
核
原
料
物
質
使
用
者
、
国
際
規
制
物
資

を
使
用
し
て
い
る
者
及
び
国
際
特
定
活
動
実
施
者
に
係
る
部
分
を
除
く

を
使
用
し
て
い
る
者
及
び
国
際
特
定
活
動
実
施
者
に
係
る
部
分
を
除
く

。
）
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

。
）
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

三
十

第
六
十
八
条
第
一
項
（
核
原
料
物
質
使
用
者
、
国
際
規
制
物
資
使

三
十

第
六
十
八
条
第
一
項
（
核
原
料
物
質
使
用
者
、
国
際
規
制
物
資
使

用
者
、
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

用
者
、
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
、
同
条
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八

に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
、
同
条
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八

項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
者
並
び
に
国
際
特
定
活
動
実
施
者
に
係
る

項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
者
並
び
に
国
際
特
定
活
動
実
施
者
に
係
る

部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し
く
は
収
去
を
拒

部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し
く
は
収
去
を
拒

み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、

み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、

若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き
。

若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

三
十
一

第
六
十
八
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

三
十
一

第
六
十
八
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三
十
二

第
七
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を

三
十
二

第
七
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を

拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず

拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず

、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き
。

、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

第
七
十
八
条
の
二
・
第
七
十
八
条
の
三

（
略
）

第
七
十
八
条
の
二
・
第
七
十
八
条
の
三

（
略
）

第
七
十
八
条
の
四

第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
条
件
に
違
反

第
七
十
八
条
の
四

第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
条
件
に
違
反

し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は

し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
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五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

。

第
七
十
八
条
の
五

（
略
）

第
七
十
八
条
の
五

（
略
）

第
七
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反

第
七
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
百
万
円
以
下

行
為
を
し
た
者
は
、
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
十
一
条
、
第
二
十
一
条
、
第
三
十
四
条
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二

一

第
十
一
条
、
第
二
十
一
条
、
第
三
十
四
条
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二

十
一
、
第
四
十
三
条
の
十
七
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
一
条
の
十
五
又

十
一
、
第
四
十
三
条
の
十
七
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
一
条
の
十
五
又

は
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
て
、
記
録
せ
ず
、
若
し
く
は
虚

は
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
て
、
記
録
せ
ず
、
若
し
く
は
虚

偽
の
記
録
を
し
、
又
は
記
録
を
備
え
て
置
か
な
か
つ
た
と
き
。

偽
の
記
録
を
し
、
又
は
記
録
を
備
え
て
置
か
な
か
つ
た
者

二

第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

二

第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
な
い
で
原
子
力
船
を
港
に
立
ち
入
ら
せ
、
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定

し
な
い
で
原
子
力
船
を
港
に
立
ち
入
ら
せ
、
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

三

第
五
十
一
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
な
い
で
廃
棄
物
埋
設

三

第
五
十
一
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
な
い
で
廃
棄
物
埋
設

を
行
つ
た
と
き
。

を
行
つ
た
者

四

第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
な

四

第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
な

い
で
閉
鎖
措
置
を
講
じ
た
と
き
。

い
で
閉
鎖
措
置
を
講
じ
た
者

五

第
五
十
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
核
原
料

五

第
五
十
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
核
原
料

物
質
を
使
用
し
、
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た

物
質
を
使
用
し
、
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た

と
き
。

者

六

第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
な
い
で
核
燃
料
物

六

第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
な
い
で
核
燃
料
物

質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
廃
棄
し
た
と
き
。

質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
廃
棄
し
た
者

七

第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
ず
、
又
は
同
条
第

七

第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
ず
、
又
は
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
核

五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
核

燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運
搬
し
た
と

燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運
搬
し
た
者

き
。
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八

第
五
十
九
条
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

八

第
五
十
九
条
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

九

第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
国
際
規
制
物
資
を

九

第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
国
際
規
制
物
資
を

使
用
し
た
と
き
。

使
用
し
た
者

十

第
六
十
一
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
国
際
規
制
物
資
の
使
用
の
停
止
の

十

第
六
十
一
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
国
際
規
制
物
資
の
使
用
の
停
止
の

命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

命
令
に
違
反
し
た
者

十
一

第
六
十
一
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
三
項

十
一

第
六
十
一
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

十
二

第
六
十
一
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

十
二

第
六
十
一
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

十
三

第
六
十
一
条
の
九
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

十
三

第
六
十
一
条
の
九
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

第
八
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行

第
八
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰

為
を
し
た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

金
に
処
す
る
。

一

第
五
十
一
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
記
録
せ
ず
、

一

第
五
十
一
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
記
録
せ
ず
、

若
し
く
は
虚
偽
の
記
録
を
し
、
又
は
記
録
を
提
出
し
な
か
つ
た
と
き
。

若
し
く
は
虚
偽
の
記
録
を
し
、
又
は
記
録
を
提
出
し
な
か
つ
た
者

一
の
二

第
五
十
一
条
の
三
十
一
第
一
項
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の

一
の
二

第
五
十
一
条
の
三
十
一
第
一
項
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の

報
告
を
し
た
と
き
。

報
告
を
し
た
者

一
の
三

第
五
十
一
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査

一
の
三

第
五
十
一
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査

、
収
去
若
し
く
は
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質

、
収
去
若
し
く
は
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質

問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き
。

問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

一
の
四

第
五
十
一
条
の
三
十
三
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
条
第

一
の
四

第
五
十
一
条
の
三
十
三
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
そ
の
他
の
行
為
を
拒
み
、
又
は
妨
げ
た
と

一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
そ
の
他
の
行
為
を
拒
み
、
又
は
妨
げ
た
者

き
。

一
の
五

第
五
十
七
条
の
七
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
第
六

一
の
五

第
五
十
七
条
の
七
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
第
六

号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。

を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者

二

第
五
十
七
条
の
七
第
七
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
六
十
一
条
の
九
の

二

第
五
十
七
条
の
七
第
七
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
六
十
一
条
の
九
の
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二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
六
十
一
条
の
九
の
四
第
一
項
若
し
く

二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
六
十
一
条
の
九
の
四
第
一
項
若
し
く

は
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
若
し
く
は
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届

は
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
若
し
く
は
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。

出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者

三

第
五
十
九
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
察
官
の
停
止
命
令
に
従
わ

三

第
五
十
九
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
察
官
の
停
止
命
令
に
従
わ

ず
、
提
示
の
要
求
を
拒
み
、
検
査
を
拒
み
、
若
し
く
は
妨
げ
、
又
は
同

ず
、
提
示
の
要
求
を
拒
み
、
検
査
を
拒
み
、
若
し
く
は
妨
げ
、
又
は
同

項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
。

項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
者

四

第
六
十
一
条
の
三
第
四
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

四

第
六
十
一
条
の
三
第
四
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
な
い
で
国
際
規
制
物
資
を
使
用
し
、
同
条
第
五
項
若
し
く
は
第
八
項

し
な
い
で
国
際
規
制
物
資
を
使
用
し
、
同
条
第
五
項
若
し
く
は
第
八
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
国
際
規
制
物
資
を
貯
蔵
し
、
又
は
同

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
国
際
規
制
物
資
を
貯
蔵
し
、
又
は
同

条
第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
国
際
規

条
第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
国
際
規

制
物
資
を
廃
棄
し
た
と
き
。

制
物
資
を
廃
棄
し
た
者

五

第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
第
六
十

五

第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
第
六
十

一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し

一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し

た
と
き
。

た
者

六

第
六
十
一
条
の
七
の
規
定
に
違
反
し
て
、
記
録
せ
ず
、
若
し
く
は
虚

六

第
六
十
一
条
の
七
の
規
定
に
違
反
し
て
、
記
録
せ
ず
、
若
し
く
は
虚

偽
の
記
録
を
し
、
又
は
記
録
を
備
え
て
置
か
な
か
つ
た
と
き
。

偽
の
記
録
を
し
、
又
は
記
録
を
備
え
て
置
か
な
か
つ
た
者

七

第
六
十
一
条
の
八
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
又
は

七

第
六
十
一
条
の
八
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
又
は

試
料
の
提
出
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
と
き
。

試
料
の
提
出
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
者

八

第
六
十
一
条
の
八
の
二
第
五
項
又
は
第
六
十
八
条
第
十
四
項
の
規
定

八

第
六
十
一
条
の
八
の
二
第
五
項
又
は
第
六
十
八
条
第
十
四
項
の
規
定

に
違
反
し
た
と
き
。

に
違
反
し
た
者

九

第
六
十
二
条
の
三
（
核
原
料
物
質
使
用
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

九

第
六
十
二
条
の
三
（
核
原
料
物
質
使
用
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

十

第
六
十
七
条
（
第
一
項
（
核
原
料
物
質
使
用
者
、
国
際
規
制
物
資
を

十

第
六
十
七
条
（
第
一
項
（
核
原
料
物
質
使
用
者
、
国
際
規
制
物
資
を

使
用
し
て
い
る
者
及
び
国
際
特
定
活
動
実
施
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。

使
用
し
て
い
る
者
及
び
国
際
特
定
活
動
実
施
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。

）
を
除
く
。
）
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

）
を
除
く
。
）
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

十
一

第
六
十
八
条
第
一
項
（
核
原
料
物
質
使
用
者
、
国
際
規
制
物
資
使

十
一

第
六
十
八
条
第
一
項
（
核
原
料
物
質
使
用
者
、
国
際
規
制
物
資
使
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用
者
、
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

用
者
、
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
、
同
条
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八

に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
、
同
条
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八

項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
者
並
び
に
国
際
特
定
活
動
実
施
者
に
係
る

項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
者
並
び
に
国
際
特
定
活
動
実
施
者
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又
は
第
七
項
の
規
定
に

部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又
は
第
七
項
の
規
定
に

よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し
く
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避

よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し
く
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避

し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し

し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し

た
と
き
。

た
者

十
二

第
六
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
又
は
収
去
を

十
二

第
六
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
又
は
収
去
を

拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
と
き
。

拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
者

第
八
十
条
の
二
～
第
八
十
条
の
四

（
略
）

第
八
十
条
の
二
～
第
八
十
条
の
四

（
略
）

第
八
十
一
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
そ
の
他
の

第
八
十
一
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
そ
の
他
の

従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規

従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規

定
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に

定
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に

対
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰

対
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰

金
刑
を
科
す
る
。

金
刑
を
科
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
七
十
八
条
第
一
号
、
第
三
号
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
及
び
使
用

二

第
七
十
八
条
第
一
号
、
第
三
号
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
及
び
使
用

者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
号
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
及
び

者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
号
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
及
び

使
用
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
号
、
第
六
号
の
二
（
試
験
研

使
用
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
号
、
第
六
号
の
二
（
試
験
研

究
炉
等
設
置
者
及
び
使
用
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
号
、
第

究
炉
等
設
置
者
及
び
使
用
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
号
、
第

八
号
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
八
号
の

八
号
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
八
号
の

二
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
及
び
使
用
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、

二
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
及
び
使
用
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、

第
十
号
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
一

第
十
号
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
一

号
、
第
十
二
号
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、

号
、
第
十
二
号
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
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第
十
三
号
の
三
、
第
十
三
号
の
四
、
第
十
三
号
の
六
、
第
十
三
号
の
七

第
十
三
号
の
三
、
第
十
三
号
の
四
、
第
十
四
号
、
第
十
五
号
、
第
十
七

、
第
十
四
号
、
第
十
五
号
、
第
十
七
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
号
、
第

号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
五
号
の
二
（
試

二
十
一
号
、
第
二
十
五
号
の
二
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
、
使
用
者
及

験
研
究
炉
等
設
置
者
、
使
用
者
及
び
核
原
料
物
質
を
使
用
す
る
者
に
係

び
核
原
料
物
質
を
使
用
す
る
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
十
六

る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
十
六
号
の
二
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
及

号
の
二
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
及
び
使
用
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。

び
使
用
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
十
七
号
の
二
か
ら
第
二
十

）
、
第
二
十
七
号
の
二
か
ら
第
二
十
七
号
の
四
ま
で
、
第
二
十
八
号
（

七
号
の
四
ま
で
、
第
二
十
八
号
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
及
び
使
用
者

試
験
研
究
炉
等
設
置
者
及
び
使
用
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
十
九
号
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
及

十
九
号
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
及
び
使
用
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。

び
使
用
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
又
は
第
三
十
号
（
試
験
研
究
炉
等

）
又
は
第
三
十
号
（
試
験
研
究
炉
等
設
置
者
及
び
使
用
者
に
係
る
部
分

設
置
者
及
び
使
用
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

一
億
円
以
下
の
罰
金

を
除
く
。
）

一
億
円
以
下
の
罰
金
刑

刑

三

（
略
）

三

（
略
）

第
八
十
二
条
～
第
八
十
四
条

（
略
）

第
八
十
二
条
～
第
八
十
四
条

（
略
）
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○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
号
）
（
附
則
第
二
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
略
）

（
略
）

第
八
十
条
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し

第
八
十
条
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し

、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚

十
一

第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚

偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

偽
の
報
告
を
し
た
者

第
八
十
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

第
八
十
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
四

第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
撮
影
、
測
定

十
四

第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
撮
影
、
測
定

、
観
測
、
調
査
又
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
と
き
。

、
観
測
、
調
査
又
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
者

十
五

第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
会
い
を
拒
み
、
妨
げ

十
五

第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
会
い
を
拒
み
、
妨
げ

、
又
は
忌
避
し
た
と
き
。

、
又
は
忌
避
し
た
者

（
略
）

（
略
）
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